
Ⅰ. 基本診療科の施設基準 特掲診療科の施設基準

○ 明細書発行体制等加算 ○ がん治療連携指導料

○ 医療DX推進体制整備加算 ○ ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

○ 糖尿病合併症管理料

○ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

○ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）

 当院は「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方
法」及び「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関
する基準」に基づき、次の事項について関東信越厚生局長野事務所長
に届出を行い算定しています。

Ⅱ.

令和7年9月1日
鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　鹿教湯病院附属

 豊殿診療所


